




シニア向けデジタル活用講座への講師派遣について

（静岡県くらし・環境部県民生活局県民生活課）

１ 概要

県では、高齢者向けにデジタル機器やサービスの上手な使い方やインターネット

上の消費者トラブルの対処法などを教える消費者教育講師を養成し、令和６年４月

から「シニア向けデジタル活用講座」として、各地域で開催する出前講座に講師を

派遣します。

２ 講座の内容

(1) 対象者

主に高齢者の方で「既にデジタル機器やサービス利用しているけど、さらに上

手に活用したい方」、高齢者の周囲の見守りをする方 など

(2) 内 容

スマートフォン等のデジタル機器やネットサービスの基礎知識、上手な使い方、

デジタルな消費者トラブルの実態とその対処法等について学び、デジタルサービ

スとの賢い付き合い方を理解することを目的としています。

カード教材、動画教材等を使いながら、分かりやすく、かつ楽しく学べる講座

となっています。

(3) その他

・講師派遣に係る費用（報償費、旅費）は県が負担します

・主宰者は会場や機器（パソコン、プロジェクター等）を準備していただきます

３ 講師派遣の一般的な流れ

① 主宰者から最寄りの県民生活センターへ講座申込書を提出

② センターから講座の実施地域等の条件を確認の上、対応可能な派遣講師を調整

③ 派遣講師の決定後、主宰者へ講座の実施を通知

④ 主宰者・講師間で講座の実施に係る打合せ

⑤ 派遣講師による講座の実施

４ 講座イメージ


